
お問い合せ先 : 事務局 一般社団法人建築性能基準推進協会 TEL 03-3513-7561 

 
平成２１年度の国土交通省の補助事業で実施いたしました「木造３階建て軸組構法住宅の震動台実験」及び

「木造長期優良住宅の総合的検証事業」について、平成 21 年度成果報告会を下記により開催いたしますの

でお誘い合せの上、ぜひご参加ください。 

 

日 時 ： 平成22 年12 月24 日(金)10：00～17：00（開場は 9：30） 

場 所 ： すまい・るホール （JR 水道橋駅西口徒歩１分 住宅金融支援機構ビル１階） 

聴講料 ： 無料（資料代 1,000 円別途） 

定 員 ： 300 名 

申込方法： 一般社団法人建築性能基準推進協会のホームページ（http://www.seinokyo.jp）からエントリーしてください。 

（定員になり次第締め切らせていただきます） 

 
プログラム（報告内容と報告者） 

第１部 （10:00～12:00）木造軸組構法３階建て住宅 震動台実験成果報告 
１． 実験の目的と概要（建築研究所：河合直人） 

２． 試験体の概要（日本システム設計：三宅辰哉） 

３． 試験体構成要素の性能（建材試験センター：高橋 仁） 

４． 試験体１，２の比較（信州大学：五十田 博） 

５． 試験体１，３の比較（静岡大学：小林研治） 

６． 試験体１，４の比較（東京大学：藤田香織） 

７． 事前解析と事後解析（建築研究所：中川貴文） 

８． 設計法と実験結果の関係（国土技術政策総合研究所：槌本敬大） 

  

第２部 （13:00～14:00）木造長期優良住宅の総合的検証事業 材料分科会成果報告 
１． 検討の背景と目的（国土技術政策総合研究所：槌本敬大） 

２． 木造軸組構法に使用する木材の品質に関する検討（森林総合研究所： 

青木謙治） 

３． 枠組壁工法に使用する木材の品質に関する検討（三井ホーム：沖浦 博） 

４． 木ねじ接合部のせん断性能を支配する要素の検討（静岡大学：小林研治） 

５． 無等級材の基準強度（森林総合研究所：長尾博文） 

 

第３部 （14:05～15:15）木造長期優良住宅の総合的検証事業 構造分科会成果報告 
１． 検討の背景と目的（建築研究所：河合直人） 

２． 軸組構法の安全限界に関する実験的検討（信州大学：五十田 博） 

３． 枠組壁工法の安全限界に関する実験的検討（建築研究所：荒木康弘） 

４． 木質接着パネルの損傷限界に関する実験的検討（ミサワホーム：西澤哲郎） 

５． 損傷限界、安全限界の妥当性に関する解析的検討の方針（日本ｼｽﾃﾑ設計 

：三宅辰哉） 

６． 戸建て住宅基礎の品質に関する検討（国土技術政策総合研究所：井上波彦） 

 

第４部 （15:25～16:50）木造長期優良住宅の総合的検証事業 耐久性分科会成果 
報告 

１． 検討の背景と目的（関東学院大学：中島正夫） 

２． 新工法の劣化状況の実態把握とその対策方法に関する検討（東京大学： 

佐藤雅俊） 

３． 劣化外力の再評価、ｸﾗｲﾒｰﾄ・ｲﾝﾃﾞｯｸｽの評価（森林総合研究所：大村和香子） 

４． 木材腐朽菌の発芽限界に関する実験的検討（東京大学：齋藤宏昭） 

５． 防腐防蟻処理薬剤の効果継続期間に関する検討（森林総合研究所： 

桃原郁夫） 

６． 小屋裏換気と劣化環境に関する検討（東京大学：齋藤宏昭） 

７． 生物劣化を受けた構造躯体の性能評価（森林総合研究所：加藤英雄） 

８． 接合金物の耐久性に関する検討（住友林業：石山央樹） 

 

おわりに（東京大学名誉教授：坂本功） 

 

木造３階建て軸組構法住宅の震動台実験の成果、及び 

木造長期優良住宅の総合的検証事業平成 21 年度成果報告会 
主催：一般社団法人建築性能基準推進協会、一般社団法人木を活かす建築推進協議会 

共催：国土交通省国土技術政策総合研究所、社団法人日本木材保存協会 

木造３階建て軸組構法住宅の震動台実験 

木造３階建て軸組構法住宅の震動台実験は、諸説ある許容 
応力度設計法について、実大の試験体４棟を用いてその設 
計法の妥当性を検証することを目的として実施しました。 
耐力壁の量を建築基準法で必要とされる量の 1.25 倍超を

配した試験体と、柱頭柱脚接合部の耐力が不十分な場合、

床の水平構面剛性が不足する場合を比較して、木造住宅の

構造安全性の向上に資することを目的としています。 

木造長期優良住宅の総合的検証事業 

木造長期優良住宅の総合的検証事業は、「木造長期優良住宅

の総合的検証委員会」の下に、材料分科会、構造分科会、

耐久性分科会を設置し、平成２１年度から４年間を目途と

して、木造長期優良住宅の認定基準の整備に資することを

目指しています。今回の報告は、各分科会の各課題の担当

者から初年度（平成 21 年度）の研究成果について直接報

告していただきます。 


